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食品の安全性・栄養等に関する調査、研究、
情報提供及び国際交流の推進

第2部

第7章
	第1節	 リスクコミュニケーションの充実
1 リスクコミュニケーションの推進
平成15（2003）年に施行された「食品安全基本法」（平成15年法律第48号）は、有害な微
生物や化学物質等の食品に含まれるハザード（危害要因）を摂取することによって人の健康に
悪影響を及ぼす可能性がある場合に、その発生を防止し、又はそのリスクを適切なレベルに低
減するための枠組みである「リスクアナリシス」の考え方に基づいた我が国の食品安全行政に
ついて規定しています。
リスクアナリシスは、「リスク評価」、「リスク管理」及び「リスクコミュニケーション」の
3つの要素からなっています。この枠組みに基づき、リスク評価機関である食品安全委員会
と、リスク管理機関である厚生労働省、農林水産省、消費者庁等が連携・協力して、食品安全
行政を展開しています。
このうち、リスクコミュニケーションについては、リスクアナリシスの全過程において、消
費者、生産者、食品関連事業者、行政等の関係者間での意見交換を行うとともに、パブリック
コメント等を行うことにより公正性や透明性を確保し、国民の意見をリスク評価やリスク管理
措置の決定に反映させています。また、食品の安全性に関する国民の知識と理解を深めるた
め、各種会合や資料を公開するほか、意見交換会の開催、意見・情報の募集、ウェブサイト、
メールマガジン、SNS等による情報発信等を行っています。

2 意見交換会等
食品の安全性等に関するリスクコミュニケーションの取組の一つとして、消費者庁、食品安
全委員会、厚生労働省、農林水産省等が連携して、意見交換会を開催しています。
「食品中の放射性物質」については、平成23（2011）年度から関係府省庁で連携し、重点
的に取り組んでいます。
生産現場では、市場に放射性物質の基準値を上回る農畜産物が流通することのないように、
放射性物質の吸収抑制対策、暫定許容値以下の飼料の使用等、それぞれの品目に合わせた取組
が行われています。このような生産現場における努力の結果、基準値超過が検出された割合
は、全ての品目で平成23（2011）年以降低下し、令和6（2024）年度、基準値を超過する
農畜産物1は流通していません。
消費者庁が令和7（2025）年3月に公表した消費者の意識調査によると、放射性物質を理
由に福島県産品の購入をためらう人の割合は6.2％となりました。
東京電力福島第一原子力発電所の事故に起因する風評の主な要因は、食品中の放射性物質に
関する検査の結果等の周知不足であり、広く国民に正確な情報を発信することが重要であるこ
とから、復興庁が中心となり、関係府省庁と共に、「風評払拭・リスクコミュニケーション強
化戦略」（平成29（2017）年12月12日原子力災害による風評被害を含む影響への対策タスク
フォース決定）を策定しました。本戦略では、福島県産品の魅力、その安全性等の情報発信を
一層強化することとしています。

1　栽培・飼養管理が可能な品目
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令和6（2024）年度には、消費者庁は関係府省庁と連携し、生産現場が行っている放射性
物質の低減対策の取組や食品中の放射性物質に関する検査結果の現状等について、正確な情報
提供や消費者等との意見交換等を実施しました。一般消費者を対象とした意見交換会について
は、東京都及び大阪府において対面及びオンライン接続によるハイブリット方式にて行いまし
た。また、大学生を対象とした意見交換会については、福島県、東京都、石川県、滋賀県及び
福岡県において対面及びオンライン接続により他の大学と接続する方式にて行いました。

さらに、主に小学生とその保護者等を対象に、食中毒予防及び食品中の放射性物質に関する
理解の増進を目的として、関係府省庁が連携し、令和6（2024）年8月に宮城県で開催され
た「みやぎ元気まつり2024」、10月に東京都で開催された「GOOD LIFEフェア2024」、11
月に大阪府で開催された「みらいのたからばこ2024 in 大阪」において、「食品中の放射性物
質」等の食品安全について学べるステージ企画や、関係府省庁によるミニ講座、謎解き等を行
うブースの出展を行いました。

なお、意見交換会等で使用した資料や議事録は、消費者庁のウェブサイトにおいて公開して
います。

一般消費者向け意見交換会の様子 大学生向け意見交換会の様子 親子向け企画の様子

これらに加え、消費者庁では関係府省庁の協力も得て、地方公共団体等との連携による食品
に関するリスクコミュニケーションにも取り組んでおり、令和6（2024）年度は食品中の放
射性物質に関して132回の意見交換会等を開催しました。また、食品に関する身近なリスク
と安全について、消費者、事業者、専門家等との情報共有・理解促進のためのリスクコミュニ
ケーションを実施しています。令和6（2024）年度は、健康食品や食品表示等に関して48回
の意見交換会等を実施するとともに、地方公共団体等と協力して消費者の身近な場において食
品安全に関する正確な情報を発信できる人材（食品安全コミュニケーター）の養成にも積極的
に取り組んでいます。

食品安全委員会では、毎年度策定する食品安全委員会運営計画に基づき、食品安全委員会が
行う食品健康影響評価（リスク評価）結果等への理解の促進等のため、地方公共団体とも連携
しつつ、意見交換会を開催しています。令和6（2024）年度は、6月に「有機フッ素化合物

（PFAS1）」の食品健康影響評価の結果に関して、報道関係者を対象としてブリーフィングを開
催しました。さらに、ウェブサイトにおいて、評価に関するQ&Aを更新するとともに、評価
書の概要及びパブリックコメントの回答の要点に関する説明資料に加えてPFASワーキンググ
ループ座長のインタビューを掲載しました。また、令和7（2025）年1月のアニサキスのリ
スクプロファイルの公表にあわせて、報道関係者や消費者を対象に、アニサキスの概要、リス

1　有機フッ素化合物のうち、ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物の総称
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ク低減策や今後の課題等について意見交換会を開催しました。3月には農薬成分の1つである
イミダクロプリドの再評価に関する評価書案をまとめた機会を捉え、農薬の再評価の特徴や意
義について、報道関係者を対象としてブリーフィングを開催しました。また、消費者に対する
食品安全教育に資するため、地方公共団体と共催の意見交換会の実施、地方公共団体や消費者
団体等が主催する学習会等への講師派遣を実施するなど、積極的な情報提供や意見交換に努め
ています。なお、意見交換会で使用した資料や議事概要は、ウェブサイトにおいて公開してい
ます。

厚生労働省では、消費者に食品の安全性確保についての理解を深めてもらうとともに、食品
の安全性確保に対する意見を聴くために、輸入食品の安全性確保に関する意見交換会を開催し
たほか、地方公共団体等が主催する意見交換会や講習会等の機会を活用し、情報提供に努めて
います。

農林水産省では、令和6（2024）年度に、「消費者等との定期情報交換会」を2回開催し、
1回目（6月）は酪農経営の課題、飼養衛生管理の取組等について、2回目（2月）は牛乳・
乳製品の製造現場における衛生や品質管理の取組等について意見交換を行いました。

また、「こども霞が関見学デー」では、各府省庁において工夫を凝らしながら、取組を進め
ています。厚生労働省では、子供が食の安全について学ぶきっかけになるよう、食の安全に関
するクイズや輸入食品のサンプリング体験等を実施し、787名の子供たちが参加しました。農
林水産省では、食中毒予防の基本である手洗いの大切さを学べるよう、手洗いの動画を上映
後、ハンドソープ作りや手洗いの実践、手洗いチェッカー体験等を実施し、137名の子供たち
が参加しました。また、夏休みに食や農林水産業について学べる特設ウェブサイト「マフ塾」
にて、「食品安全ハカセと親子で学ぶ、「おうちで予防できる！食中毒予防講座」」をテーマに、
自由研究にも使用できるクイズ式学習テキストを用いて、食事や調理の際にできる食中毒予防
のポイントを紹介しました。さらに、新たに作成した「食中毒予防～じゃがいも料理にチャレ
ンジ～」及び「冷蔵庫のかしこい使い方」の動画により食中毒予防を呼び掛け、じゃがいもの
天然毒素や食材の保存等について子供たちに学んでもらいました。

ウェブサイト
「食品安全ハカセと親子で学ぶ、

「おうちで予防できる！食中毒予防講座」」

「食品安全ハカセと学ぶ「食中毒予防」
～じゃがいも料理チャレンジ～」

「食品安全ハカセと学ぶ～冷蔵庫のかしこい使い方～」
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	第2節	 食品の安全性に関する情報の提供
食品の安全性に関する情報については、消費者庁及び食品安全委員会が国民からの情報を、

食品安全委員会及び厚生労働省（国立医薬品食品衛生研究所）が国内外の食品安全関係情報
を、厚生労働省が食中毒情報等を収集し、必要に応じて随時、関係府省庁で共有するととも
に、消費者にも情報提供しています。

健全な食生活の実践には、科学的知見に基づき合理的な判断を行う能力を身に付けた上で、
食生活や健康に関する正しい知識を持ち、自ら食を選択していく必要があります。そのために
は、消費者に的確な情報を分かりやすく提供することが重要です。消費者庁では、関係府省庁
の総合調整を行うとともに、消費者に向けた分かりやすい情報提供を行っています。食品の安
全に関する注意喚起や回収情報、報道発表や地方公共団体への情報提供等について、ウェブサ
イトのほか、リコール情報サイトやSNS（Facebook及びX（旧Twitter））等を通じ、消費
者に周知を図っており、消費者庁のみならず、関係府省庁が持つ情報へのアクセスが可能とな
るポータルサイト「食品安全総合情報サイト」を開設しています。

消費者庁X（旧Twitter）アカウント
（@caa_shohishacho）

URL：https://twitter.com/caa_shohishacho

リコール情報サイト（消費者庁）
URL：https://www.recall.caa.go.jp

消費者庁Facebookアカウント
URL：https://www.facebook.com/caa.shohishacho

食品安全総合情報サイト（消費者庁）
URL：https://www.food-safety.caa.go.jp

消費者庁は、平成23（2011）年度から重点的に取り組んでいる食品中の放射性物質につい
ての情報提供に関し、基準値や検査結果等、食品等の安全に関わることを分かりやすく説明す
る冊子「食品と放射能Q&A」と、理解のポイントを整理してハンディタイプにまとめた「食
品と放射能Q&Aミニ」を適宜更新して、提供しています。

食品と放射能Q＆A 食品と放射能Q＆Aミニ

食品中の放射性物質
（解説資料（パンフレット））

（消費者庁）
URL：�https://www.caa.go.jp/policies/p

olicy/consumer_safety/food_safe
ty/food_safety_portal/radioactiv
e_substance/
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また、健康食品については、広く消費者に利用されている一方、健康被害の報告や「期待さ
れた効果がなかった」、「安全性・有効性に関する情報が得にくかった」等の相談が寄せられて
いることを受けて、健康食品に関する消費者の疑問に答え、選択や利用の際に注意すべきポイ
ント等を分かりやすく伝えるため、パンフレット「健康食品Q&A」及びリーフレット「健康
食品5つの問題」を作成し、配布しています。くわえて、消費者庁が行う意見交換会等の教本
として使用するなど、様々な場面で活用しています。

健康食品
Q&A

パンフレット「健康食品Q＆A」 リーフレット「健康食品5つの問題」

食品安全委員会では、食品健康影響評価（リスク評価）に係る審議経過の透明性の確保と情
報提供のため、食品安全委員会の会合や各種専門調査会等について、原則公開とし、議事録や
配布資料等を迅速にウェブサイトで公開しています。また、ウェブ会議システムの活用や
YouTubeによる会議のライブ配信を行っています。このほか、広報誌「食品安全」において、
主なリスク評価結果等、食品安全委員会の一年の活動について、図表を交えて分かりやすく説
明しています。

また、原則毎週、メールマガジンを配信し、食品安全委員会や専門調査会の審議結果の概要
や開催案内等の食品の安全性に関する情報を配信しています。さらに、SNS（Facebook及び
X（旧Twitter））、ブログ、YouTube等を活用し、食品の安全性に関して社会的に注目され
ている食中毒に関する予防、最新の食品健康影響評価等について適時適切な情報発信を行って
います。また、国内外の食品の安全性に関する情報等をデータベースシステムである「食品安
全総合情報システム」に蓄積し、ウェブサイトを通じて広く共有し、情報が活用されるよう努
めています。

くわえて、食品安全に関する論文、食品安全委員会が取りまとめたリスク評価の内容等を国
内外に広く発信するため、英文電子ジャーナル「Food Safety」を年4回発行しています。

広報誌「食品安全」（食品安全委員会）
URL：�https://www.fsc.go.jp/visual/kikanshi/k_index.

html

食品安全総合情報システム（食品安全委員会）
URL：https://www.fsc.go.jp/fsciis/
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厚生労働省では、消費者が食品の安全性確保について正しい知識が得られるよう、リーフ
レットやパンフレット等の普及啓発資材を作成するとともに、ウェブサイトにおいて、食品添
加物、残留農薬等の監視状況をはじめとする施策に関する情報のほか、家庭でできる食中毒予
防等についての情報発信を行っています。

また、食品安全に特化した公式のSNS（X（旧Twitter））を開設し、食中毒予防の啓発等
を積極的に発信しています。

さらに、生や加熱不十分な鶏肉料理によるカンピロバクター食中毒が例年発生していること
を踏まえ、飲食店や家庭に対してパンフレット等を作成し、情報提供しています。

冬場に多く発生するノロウイルス食中毒については、「ノロウイルスに関するQ&A」、「ノ
ロウイルス食中毒予防対策リーフレット」、「ノロウイルス等の食中毒予防のための適切な手洗
い（動画）」等により、食中毒予防の啓発を行っています。

くわえて、子供向けのページでは、食中毒予防や輸入食品の安全性に関するクイズや動画を
掲載するほか、教材としても使える動画やパンフレット等を掲載し、教育現場でも活用できる
情報を発信しています。

食中毒（厚生労働省）
URL：�https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bu

nya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/index.h
tml

細菌による食中毒（厚生労働省）
URL：�https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bu

nya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/saikin.
html

食中毒の原因（細菌以外）（厚生労働省）
URL：�https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bu

nya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/03.html

（こども向け）食品の安全（厚生労働省）
URL：�https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bu

nya/kenkou_iryou/shokuhin/kodomo/index.ht
ml

厚生労働省食品安全情報X（旧Twitter）
アカウント（@Shokuhin_ANZEN）

URL：https://x.com/Shokuhin_ANZEN

そのほかにも、季節に応じて増加する食中毒（細菌性食中毒、有毒植物、毒キノコ等）につ
いては、特に注意が必要な時期に政府広報やSNS等を通じて消費者への注意喚起を実施し、
食品の安全に関する正確な情報が消費者へ確実に届くよう、引き続き関係府省庁と連携してい
きます。

アレルギーについては、平成29（2017）年3月には、「アレルギー疾患対策基本法」（平成
26年法律第98号）に基づき、「アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針」（平成29年
厚生労働省告示第76号）が告示されました。本指針では、国民が、アレルギー疾患に関し、科
学的知見に基づく適切な情報を入手できる体制を整備することとされており、食物アレルギー
等のアレルギー疾患に関する情報提供の充実のため、厚生労働省の補助事業として一般社団法
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人日本アレルギー学会がウェブサイトを開設しています。令和5（2023）年3月には、食物ア
レルギー関係の動画3本を含む、アレルギーの症状や治療等に関する動画を公開しています。

アレルギーポータル
（一般社団法人日本アレルギー学会、厚生労働省）

URL：https://allergyportal.jp/
「アレルギーポータル」サイト

アレルギー動画集
（一般社団法人日本アレルギー学会、厚生労働省）
URL：https://allergyportal.jp/knowledge/movie/

特に食物アレルギー表示については、「食品表示法」（平成25年法律第70号）に基づく「食
品表示基準」（平成27年内閣府令第10号）により、個々の原材料又は添加物の直後に、それ
ぞれに含まれる特定原材料等（小麦等、発症数等から特にアレルギーを起こしやすいものとし
て、表示が義務又は推奨されるもの）を表示する「個別表示」を原則としています。

食物アレルギー表示の対象品目については、おおむね3年ごとに実施している「即時型食物
アレルギーによる健康被害に関する全国実態調査」の結果をもとに、その見直しの検討を行っ
ています。全国実態調査の結果については、令和6（2024）年10月に消費者庁ウェブサイト
に公表したところであり、令和3（2021）年度の全国実態調査から引き続き、カシューナッ
ツによる症例数が増加していること等から、令和7（2025）年1月に開催した「第7回食物
アレルギー表示に関するアドバイザー会議」での意見を踏まえ、カシューナッツを義務表示へ
移行する方向としました。また、令和5（2023）年6月の第5回の同アドバイザー会議にお
いて了承された「アレルゲンを含む食品に関する表示のうち、特定原材料に準ずるものの対象
の考え方について」に基づき、ピスタチオを特定原材料に準ずるものに追加する方向となりま
した。

外食・中食における食物アレルギーに関する取組については、「アレルギー疾患対策の推進
に関する基本的な指針」の令和4（2022）年3月の改正において、国は事業者等が行う情報
提供に関する取組等を積極的に推進する旨が追加されました。これを踏まえ、令和5（2023）
年3月に、アレルギー患者向けに、外食・中食を利用する際に気を付けてほしいポイントにつ
いて、事業者向けに、食物アレルギー対応の必要性、事業者の取組事例や食物アレルギーに関
する基礎知識等について、イラスト等を用いて分かりやすく説明したパンフレットを作成しま
した。また、令和6（2024）年3月に、消費者及び事業者に向けた動画で学べる啓発用の教
材を作成し、消費者庁ウェブサイト及びYouTubeに公表し、令和6（2024）年度は、SNS
等を活用し、作成したパンフレット及び動画の情報発信を行いました。これに加えて、取組を
更に推進していくため、外食・中食事業者の食物アレルギーに関する情報提供の取組に係る実
態調査を行い、その実態調査で収集した事例等を含めた動画を作成しました。
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外食・中食を
利用するときに
気をつけること

外食・中食を
利用するときに
気をつけること

食物
アレル

ギーの患者さん・ご家族の方へ

パンフレット「外食・中食を
利用するときに気をつけること」

（消費者庁）
URL：�https://www.caa.go.jp/policie

s/policy/food_labeling/food_s
anitation/allergy/assets/food_
labeling_cms204_230324_04.
pdf

パンフレット「食物アレルギーのお客様
との会話で困った経験ありませんか」

（消費者庁）
URL：�https://www.caa.go.jp/policie

s/policy/food_labeling/food_s
anitation/allergy/assets/food_
labeling_cms204_230324_03.
pdf

動画「外食・中食での
食物アレルギーについて」

（消費者庁）
URL：�https://www.caa.go.jp/polici

es/policy/food_labeling/foo
d_sanitation/allergy/efforts

農林水産省は、消費者が安全な食生活を送るためには、食品の安全性について正しい知識を
持ち、適切に食品を選び、取り扱うことが重要であるとの観点から、ウェブサイトやSNS

（Facebook等）、YouTube、メールマガジン、セミナー等を通じて情報発信を行っています。
消費者向けのウェブサイトでは「安全で健やかな食生活を送るために」のページを設け、消費
者が安全な食生活を送るために役立つ情報を掲載しています。

特に、カンピロバクターやウェルシュ菌等の日常生活における食中毒、有毒植物や毒キノコ
等による季節性の高い食中毒についてSNSを通じて注意喚起をしています。
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令和6（2024）年度には、子供を対象とした食中毒予防の情報発信を重点的に行いました。
手洗いをする子供の写真や似顔絵を募集しウェブサイトに掲載する「キッズプロジェクトぼく
もわたしも手洗いマイスターKidsになろう！」を実施したほか、生肉の加熱調理及び野菜の
非加熱調理を題材とした調理実習の事前学習用動画を作成し、文部科学省と連携して中学校の
教育関係者に周知しました。

安全で健やかな食生活を送るために
（農林水産省）

URL：�https://www.maff.go.jp/j/fs/i
ndex.html

キッズプロジェクト
ぼくもわたしも手洗いマイスターKids

になろう！
（農林水産省）

URL：�https://www.maff.go.jp/j/fs/h
andwashing/index.html

学校教育を通じた情報発信
（農林水産省）

URL：�https://www.maff.go.jp/j/fs/j
hschool/index.html

また、アクリルアミドやトランス脂肪酸、かび毒、ノロウイルス等、国民の関心度が高い食
品中の危害要因を中心に、国民が正しい知識を習得する一助となるよう、危害要因の基本的な
事項、国内外における健康影響等に関する評価結果、危害要因の低減に向けた農林水産省及び
食品事業者の取組の状況等についての情報を、ウェブサイトにて継続的に発信しています。令
和6（2024）年度には、化学物質については食品中のPFASについて、微生物についてはカ
ンピロバクターについて、農林水産省が実施している取組やこれまでに得られている知見等を
まとめたページを新たに公開しました。

さらに、科学的根拠に基づき食品の安全性を向上させるため、農林水産省は、農畜水産物・
加工食品中の有害化学物質・有害微生物の含有実態や汚染実態の調査、汚染防止・低減技術の
開発、汚染防止・低減のための指針等の策定・普及とそれらの効果検証を実施しています。

メールマガジン「食品安全エクスプレス」では、農林水産省をはじめとする関係府省庁によ
る報道発表資料、意見・情報の募集、審議会、意見交換会等の開催情報等を毎日（土曜日、日
曜日、祝日等を除く。）配信し、食品の安全に関する情報を提供しています。

食品中のPFASに関する情報
（農林水産省）

URL：�https://www.maff.go.jp/j/syo
uan/seisaku/PFAS/index.ht
ml

カンピロバクターについて
（農林水産省）

URL：�https://www.maff.go.jp/j/syo
uan/seisaku/campylo/index.
html

食品安全エクスプレス
（メールマガジン）

（農林水産省）
URL：�https://www.maff.go.jp/j/syo

uan/johokan/mail_magagine.
html
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そのほか、農林水産物の安全性の向上を図るため、生産時に使用される資材の安全確保にも
努めています。例えば農薬は、農産物の安定生産に必要な資材である一方で、人の健康や環境
に影響を及ぼし得るものであるため、農薬の登録制度により、その効果や安全性を科学的知見
に基づいて評価し、問題がないことを確認して製造や販売、使用を認めています。平成30

（2018）年に改正された「農薬取締法」（昭和23年法律第82号）に基づき、令和3（2021）
年度から再評価を開始しました。再評価は、最新の科学的知見に基づき、全ての農薬について
おおむね15年ごとに、国内での使用量が多い農薬を優先して順次実施しています。また、農
林水産省では、農薬に関する基礎知識や評価、適正な使用等に関する情報をウェブサイトに掲
載しています。

農薬コーナー
（農林水産省）

URL：https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/
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外食・中食のような食事の提供事業においては、食物アレルギー表示は義務付けられており
ません。これは、規模や営業形態が非常に幅広く、原材料の調達経路や調理器具が多様である
こと、提供される商品の種類が多岐にわたり、その原材料が頻繁に変わること、厨房等でのコ
ンタミネーション防止には専用の調理スペースが必要となること等を踏まえたものです。しか
し、食物アレルギー患者は、アレルゲン情報がないと当該食品を食べられるかの判断ができま
せん。消費者庁は「食物アレルギー表示制度に関する実態調査（令和4（2022）年3月）」に
おいて、食物アレルギー患者を対象に外食・中食で食物アレルギーに関する情報が十分に得ら
れているかを調査しました。その結果、外食では66.7％、中食では76.5％が、食物アレル
ギーに関する情報が十分に得られていないと感じていることが分かりました。

このことから、消費者庁では、外食・中食における食物アレルギーに関する情報提供がより
一層推進されることを目指し、消費者及び事業者に向けて、令和5（2023）年3月にパンフ
レットを、令和6（2024）年3月には教材として使用できる動画を作成し、公表しました。
教材用動画については、事業者が取り組む際のポイントを経営者と従業員それぞれの視点から
学ぶことができます。また、アレルギー患者や家族、友人向けにも、「外食・中食を利用する
際の注意点」を学べる動画を作成していますので、是非ご視聴ください。

全体向け外食・中食における
食物アレルギーの現状

消費者庁YouTube
URL: https://www.youtube.com/

playlist?list=PL9Br0Jbq_l2BcMOqYc_
xEbhqmUfBzn5fr

各動画用教材の紹介

コラム
外食・中食における食物アレルギーに関する 
情報提供の取組について
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	第3節	 基礎的な調査・研究等の実施及び情報の提供
1 「日本人の食事摂取基準」の作成・公表、活用促進

厚生労働省では、国民の健康の維持・増進、生活習慣
病の予防を目的として、国民が健全な食生活を営むこと
ができるように、「日本人の食事摂取基準」を策定し、
5年ごとに改定しています。令和６（2024）年10月に
公表した「日本人の食事摂取基準（2025年版）」は、
令和7（2025）年度から令和11（2029）年度まで使用する予定です。

同基準は、エネルギーの指標として目標とするBMIの範囲や、炭水化物、たんぱく質、脂
質、各種ビタミン及びミネラルといった栄養素を性・年齢階級別でどのくらい摂取すればよい
かについて定めています。「日本人の食事摂取基準」については厚生労働省ウェブサイトに掲
載し、情報提供を行っています。

2 「日本食品標準成分表」の充実、活用促進
「日本食品標準成分表」は、戦後間もない昭和25

（1950）年に初版が公表されて以降、国民が日常摂取す
る食品の成分に関する基礎データを提供することを目的
として、食品数や成分項目の充実を図るための改訂を重
ねてきています。文部科学省は、令和5（2023）年4月に収載食品の総数が2,538食品とな
る「日本食品標準成分表（八訂）増補2023年」を公表しました。引き続き国民の食生活の実
態等に応じ、内容を充実させる予定です。

日本食品標準成分表は、電子データ等をウェブサイトで公開するほか、成分値を容易に検索
できる「食品成分データベース」も開設し、国民が利用しやすい情報となるよう努めています。

3 「国民健康・栄養調査」の実施、活用
厚生労働省は、「健康増進法」（平成14年法律第103号）に基づき、国民の健康の増進の総

合的な推進を図るための基礎資料として、国民の身体の状況、栄養摂取量及び生活習慣の状況
を明らかにするため、「国民健康・栄養調査」を実施しています。
「国民健康・栄養調査」は原則として毎年秋頃に実施しており、身長、体重、血圧等の身体

状況に関する事項、食事の状況やエネルギー及び栄養素等摂取状況に関する事項、食習慣、運
動習慣、休養習慣、飲酒習慣、歯の健康保持習慣等生活習慣の状況に関する事項について把握
し、解析した結果を公表しています。「国民健康・栄養調査」の結果については、厚生労働省
ウェブサイトに掲載するとともに、国立健康・栄養研究所のウェブサイトにおいて、昭和20年
代から実施されてきた「国民栄養調査」の結果も併せて掲載するなど情報提供を行っています。

栄養・食育対策（厚生労働省）
URL：�https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bu

nya/kenkou_iryou/kenkou/eiyou/index.html

国民健康・栄養調査（厚生労働省）
URL：�https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kenko

u_eiyou_chousa.html

日本人の食事摂取基準（厚生労働省）
URL：�https://www.mhlw.go.jp/stf/seisaku

nitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenko
u/eiyou/syokuji_kijyun.html

食品成分データベース（文部科学省）
URL：https://fooddb.mext.go.jp/
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4 「乳幼児身体発育調査」の実施、活用
こども家庭庁は、全国的に乳幼児の身体発育の状態やその関連項目を調査し、我が国の乳幼

児の身体発育値を定めて、乳幼児保健指導の改善に資することを目的とした乳幼児身体発育調
査を実施しています。
「乳幼児身体発育調査」は、昭和35（1960）年、45（1970）年、55（1980）年、平成2

（1990）年、12（2000）年、22（2010）年と10年周期で実施されてきており、直近では令
和5（2023）年9月に実施しています。乳幼児の身長、体重及び頭囲を計測するとともに、
乳幼児の栄養法、運動・言語機能等も併せて調査し、さらに子供の成長、発達に関する情報と
して母親の生活習慣、妊娠前の体格、妊娠中の体重増加量、在胎週数等について調査していま
す。
「乳幼児身体発育調査」の集計結果については、母子健康手帳に掲載される乳幼児身体発育

曲線や乳幼児の身体発育や栄養状態の評価等に活用されています。（コラム「「令和5年乳幼児
身体発育調査」の結果」参照。）
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「国民健康・栄養調査」は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料として、 
国民の身体の状況、栄養摂取量及び生活習慣の状況を明らかにするため実施する調査です。本
調査結果は、令和6（2024）年度から開始した国民健康づくり運動である「健康日本21（第
三次）」の目標値のモニタリング評価等にも用いられます。令和5年調査では、「健康日本21

（第三次）」での目標の設定を見据えて、毎年把握している項目に加えて、主食・主菜・副菜を
組み合わせた食事の頻度、地域社会のつながり等の状況について把握しました。

その結果、例えば、主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を1日2回以上摂っている日が週
に1日もない者や、週に1日の者のうち、食習慣改善の意思について「改善することに関心が
ない」、「関心はあるが改善するつもりはない」、「食習慣に問題はないため改善する必要はない」
と回答した者が、男性では約80%であり、女性では60%を超えていることが分かりました。
「国民健康・栄養調査」では、引き続き実態の把握を行い、国民の健康の増進のための取組

に役立つデータを発信していきます。

図表１ 主食・主菜・副菜を組み合わせて食べる頻度別、食習慣改善の意思（20歳以上、男女別）
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資料：厚生労働省「令和5年国民健康・栄養調査」（令和6（2024）年11月公表）

コラム 「令和5年国民健康・栄養調査」結果の概要
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こども家庭庁では、令和5（2023）年の「乳幼児身体発育調査」の結果に基づき令和6
（2024）年12月に公表された、最新のこどもの現況を反映した身体発育曲線を踏まえ、母子
健康手帳の乳幼児身体発育曲線及び幼児の身長体重曲線の記載を改正しました。

身体発育曲線とは、こどもの身長や体重等の成長の過程を見る指標です。母子健康手帳にあ
る乳児身体発育曲線について、体重０㎏から・身長20㎝から・頭位20cmからの目盛りに見
直し、令和7（2025）年4月1日からの母子健康手帳には、令和5（2023）年の調査によ
る乳幼児身体発育曲線が掲載され、小さく生まれた赤ちゃんの発育も記載できるようになりま
した。

コラム 「令和5年乳幼児身体発育調査」の結果
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5 農林漁業や食生活、食料の生産、流通、消費に関する統計調査等の実施・公表
農林水産省は、食育を推進する上で必要となる農林漁業の姿や食料の生産、流通、消費に関

する基礎的な統計データを広く国民に提供し、食育に対する国民の理解増進を図っています。
主なものとしては、米や野菜等の主要な農畜産物、魚介等の水産物の生産や流通に関する調査
を実施し、公表しています。

また、食育に関する国民の意識を把握するために、「食育に関する意識調査」を実施し、調
査結果を公表しています。

環境省では、「子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）」として、化学物質の
ばく露等が子供の健康に与える影響を明らかにするため、平成22（2010）年度から約10万
組の親子を対象に、生体試料の収集及び分析、質問票によるフォローアップ等を行っていま
す。その一環として食生活を含めた生活環境についても調査しており、研究成果について公表
しています。

食育に関する意識調査（農林水産省）
URL：�https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/ishiki.html

子どもの健康と環境に関する全国調査
（エコチル調査）（環境省）

URL：https://www.env.go.jp/chemi/ceh/


